
国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成23年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

役員報酬のうち、期末特別手当については本学役員給与規程により「その者の
在職期間における業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減
額することができる」としているが、平成23年度については、経営協議会にお
いて業績を総合的に判断した結果、報酬の増減は行われなかった。

　② 役員報酬基準の改定内容
法人の長

平成23年度については、給与等の改定は行わなかった。

理事
法人の長に同じ

理事（非常勤）
該当者なし

監事
法人の長に同じ

監事（非常勤）監事（非常勤）
法人の長に同じ

２　役員の報酬等の支給状況

平成23年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

593 （地域手当）

0 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

502 （地域手当）

167 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

502 （地域手当）

78 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

589 （地域手当）

49 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

434 （地域手当）

289 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

434 （地域手当）

164 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

1,360 1,360 0 0 （　　　　） 3月31日

11,868 4,405

3,225

理事Ａ

理事Ｃ

14,458 10,056

16,866

3,732

監事Ｂ
（非常勤）

前職

理事Ｄ

監事Ａ

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

12,511 8,688 3,225

理事Ｂ 14,369

8,688

4,37616,804

12,636

法人の長

11,789

◇

10,056 3,732

3月31日
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注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されて
 　　　いるものである。

３　役員の退職手当の支給状況（平成23年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

─

千円 年 月

千円 年 月

─

法人の長

監事 該当者なし

法人での在職期間 摘　　要

該当者なし

─ 該当者なし理事
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

大学運営の基本方針と経営収益を考えた効率的な人員配置を行うとともに、
経営収益に見合った人件費の設定を行う。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

社会一般の情勢に適合させるため、人事院勧告を受けて決定される国家公務
員の給与水準を十分に考慮することとしている。また、他の国立大学法人の
給与水準も参考とする。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
勤勉手当の成績率の判定及び昇給、昇格の実施にあたっては、勤務評定の結
果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

昇　　給

原則、職員が昇給日（1月1日）前の1年間において良好以上の成績で勤
務したとき、その勤務成績に応じて上位の号俸に昇給させることができる。
昇給の号俸数は、良好な成績で勤務した職員の号俸数を4号俸とし、極め
て良好な成績で勤務した者の号俸数は、8号俸以上とする。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容
6月1日及び12月1日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に
対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ
て、それぞれ支給割合を決定する。

賞与：勤勉手当
（査定分）

昇格・降格
昇格：勤務成績が良好で、かつ当法人が定める昇格基準に達している者
は上位の職務の級に決定することができる。
降格：勤務成績が不良な場合は、下位の級に決定することができる。

　ウ 平成23年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

866 39.9 5,693 4,310 77 1,383
人 歳 千円 千円 千円 千円

131 46.9 5,766 4,341 115 1,425
人 歳 千円 千円 千円 千円

事務・技術

教育職種

うち賞与平均年齢
平成23年度の年間給与額（平均）

総額

常勤職員

うち所定内人員区分

平成２３年４月１日付け給与等の改正
・号俸の回復

平成２３年４月１日において４３歳に満たない職員のうち、平成２２年１月

昇給において、号俸抑制を受けたものについて、１号俸上位の号俸とした。

・死体処理手当の改正

死体処理手当について、系統解剖、病理解剖、法医解剖における死体処理

業務の考え方を整理し作業区分及び手当額を見直し、死体処理作業１日に

つき3,200円を、作業区分に応じて１体につき22,400円，3,200円，6,200円に

それぞれ分類するとともに、臓器の固定処理作業について１日につき1,600円

に改正した。

平成２３年１０月１日付け給与の改正

・管理職手当の改正

管理職手当について支給対象職種を見直し副薬剤部長を支給対象外とした。

243 47.6 7,854 5,917 91 1,937
教育職種

（大学教員） 3



人 歳 千円 千円 千円 千円

395 31.5 4,366 3,336 43 1,030
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 53.1 5,298 4,011 128 1,287
人 歳

1
人 歳

76 43.6 5,608 4,228 121 1,380
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

26 40.0 6,414 6,282 108 132
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 31.0 3,720 2,863 117 857
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 41.6 6,903 6,903 107 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

184 32.8 3,050 2,801 68 249
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 41.9 2,346 1,589 126 757
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 51.1 2,758 1,839 98 919

特任教員

教育職種
（外国人教師等）

医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

事務・技術

任期付職員

その他の医療職種
（看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

人 歳 千円 千円 千円 千円

132 30.3 3,178 3,178 53 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 42.7 3,369 2,240 47 1,129
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 28.9 2,621 1,809 141 812
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

22 41.6 6,903 6,903 107 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 41.6 6,903 6,903 107 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：常勤職員のうち医療職種（病院医師）については、該当者がいない。

注３：在外職員及び再任用職員については、該当者がいない。

注４：技能・労務職種とは、自動車運転手、ボイラ技士、調理師、実験助手、医療機器操作員をいう。

注５：常勤職員の教育職種（外国人教師等）、その他の医療職種（看護師）、非常勤職員の技能・労務職種及び

　　　非常勤職員のその他の医療職種（医療技術職員）については、該当者が２人以下のため、当該個人に関す

　　　る情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

年俸制適用者

特任教員

その他の医療職種
（医療技術職員）

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種
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② 年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔任期付職員を除
く。以下、⑤まで同じ。〕
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２０－２３
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２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人

千円

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

人員 平均年齢 四分位 平均 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

副病院長 1

課長 8 53.5 7,390 7,819 8,204

課長補佐 10 55.4 6,523 6,739 6,833

係長 61 50.7 5,776 5,965 6,276

主任 27 44.6 5,131 5,406 5,784

係員 24 33.7 3,202 3,763 4,108
注１：副病院長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注１：「課長」には、課長相当職である「室長」を含み、「課長補佐」には、課長補佐相当職である

　　　「専門員」を含み、「係長」には、係長相当職である「専門職員」を含む。

　　　

分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳
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２４－２７
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２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円

注：年齢24～27歳の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　年間給与については表示していない。

（教育職員（大学教員））

人員 平均年齢 四分位 平均 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 53 57.7 9,597 10,137 10,860

准教授 43 51.8 8,046 8,489 8,933

講師 34 46.8 7,438 7,748 7,973

助教 104 41.5 6,235 6,486 6,870

助手 9 41.3 4,233 5,141 6,010

分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ
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２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 1  － －

副看護部長 3 50.5 － 7,754 －

看護師長 24 45.3 5,767 6,566 7,301

副看護師長 37 41.3 4,960 5,939 6,787

看護師 330 29.1 3,496 3,931 4,166
注１：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均年齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注２：副看護部長の該当者は３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ 平均平均年齢人員

7



③

（事務・技術職員）
区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級 ５級

標準的 局長 部長 部長 部長 課長 課長

な職位 課長 課長補佐
人 人 人 人 人 人 人

131 該当者なし 該当者なし 該当者なし 1 3 6
（割合） （　 　　%） （　 　　%） (0.8%) (2.3%) (4.6%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

58 59

～ ～ ～ ～ ～ ～

46 48
千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,207 6,024

～ ～ ～ ～ ～ ～

6,731 5,019
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,713 7,846

～ ～ ～ ～ ～ ～

8,204 6,752

区分 計 ４級 ３級 ２級 １級
標準的 課長補佐 係長 主任 係員

な職位 係長 主任 係員
人 人 人 人 人

(131) 23 75 13 10
（割合） (17.6%) (57.3%) (9.9%) (7.6%)

歳 歳 歳 歳

59 57 50 57

～ ～ ～ ～

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最
高～最低）

人員

年齢（最
高～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員

職級別在職状況等（平成2４年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

～ ～ ～ ～

51 35 30 24
千円 千円 千円 千円

5,226 4,808 4,100 2,736

～ ～ ～ ～

4,352 3,084 2,723 2,245
千円 千円 千円 千円

7,060 6,426 5,403 3,612

～ ～ ～ ～

5,834 4,103 3,624 2,965
注：７級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　「年齢（最高）～最低）」以下の事項について記載していない。

年間給与
額(最高～

最低)

高～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)
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（教育職員（大学教員））
区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的 教授 教授 准教授 講師 助教・助手 教務職員
な職位

人 人 人 人 人 人 人

243 該当者なし 53 43 34 113 該当者なし
（割合） （　 　　%） (21.8%) (17.7%) (14.0%) (46.5%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

64 64 56 61

～ ～ ～ ～ ～ ～

41 37 37 28
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,760 7,173 6,628 5,793

～ ～ ～ ～ ～ ～

5,867 4,820 5,089 3,131
千円 千円 千円 千円 千円 千円

11,884 9,627 8,850 7,545

～ ～ ～ ～ ～ ～

8,086 6,513 6,858 4,159

（医療職員（病院看護師））
区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的 看護部長 看護部長 看護部長 副看護部長 看護師長 看護師
な職位 副看護部長 看護師長 副看護師長

人員
人 人 人 人 人 人 人

395 1 該当者なし 3 23 38 330
（割合） 0.3 （　 　　%） (0.8%) (5.8%) (9.6%) (83.5%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

54 57 57 53

～ ～ ～ ～ ～ ～

46 36 30 23
千円 千円 千円 千円 千円 千円

6 201 6 128 6 382 5 771

年齢（最
高～最低）

所定内給

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最
高～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

6,201 6,128 6,382 5,771

～ ～ ～ ～ ～ ～

5,766 3,653 3,167 2,501
千円 千円 千円 千円 千円 千円

8,046 7,945 8,104 7,252

～ ～ ～ ～ ～ ～

7,561 4,948 4,194 3,293

区分 計 １級
標準的 准看護師
な職位
人員

人 人

(395) 該当者なし

（割合） （　 　　%）
歳

～

千円

～

千円

～

注：７級における該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　「年齢（最高）～最低）」以下の事項について記載していない。

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最
高～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)
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④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

63.7 66.1 64.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.3 33.9 35.1

％ ％ ％

         最高～最低 47.7～32.4 40.9～30.7 44.3～31.6

％ ％ ％

65.0 67.8 66.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.0 32.2 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 40.9～31.9 38.1～29.5 39.5～30.7

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

64.8 67.4 66.2
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.2 32.6 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 37.4～33.9 34.7～31.2 36.0～32.6

％ ％ ％

65.4 68.1 66.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.6 31.9 33.2

％ ％ ％

賞与（平成23年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

一般
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

区分

一律支給分（期末相当）

区分

         最高～最低 40.8～31.9 39.2～29.7 37.0～30.9

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 ～ ～ ～

％ ％ ％

64.5 67.1 65.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.5 32.9 34.1

％ ％ ％

         最高～最低 41.9～31.3 39.2～28.9 40.5～30.1

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため、当該個人に関する

　　情報が特定されるおそれのあることから記載していない。

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一律支給分（期末相当）
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⑤

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一）） 80.4

対他の国立大学法人等（事務・技術職員） 93.8

（教育職員（大学教員））
対他の国立大学法人等（教育職員(大学教員)） 91.0

（医療職員（病院看護師））
対国家公務員（医療職（三）） 99.9

対他の国立大学法人等（医療職員（病院看護師）） 101.0

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　８２．３

参考 学歴勘案　　　　　８１．０

地域・学歴勘案　　８２．４

指数の状況

項目 内容

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育職員（大学教
員）／医療職員（病院看護師））

対国家公務員　　　８０．４

　国に比べて給与水準が
高くな て る定量的な

【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

講ずる措置
本学の事務・技術職員の給与水準は適切であり、今後も引き続き適切な給与水
準の維持に務める。

　給与水準の適切性の
　検証

　高くなっている定量的な
　理由

給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与
水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただき
たい。

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　25.0％
（国からの財政支出額　6,976,518,000円、支出予算の総額　27,875,440,000
円：平成23年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の財
政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることから、給
与水準は適切である。

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成22年度決算）

【検証結果】

11



○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　 ９３．４

参考 学歴勘案　　　　　 ９８．１

地域・学歴勘案　　 ９４．１

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　89.1

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　25.0％
（国からの財政支出額　6,976,518,000円、支出予算の総額　27,875,440,000
円：平成23年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の財
政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることから、給
与水準は適切である。

内容

【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与
水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただき
たい。

指数の状況

対国家公務員　　　９９．９

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（平成22年度決算）

【検証結果】

講ずる措置
本学の医療職員（病院看護師）の給与水準は適切であり、今後も引き続き適切
な給与水準の維持に務める。

　給与水準の適切性の
　検証

　注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成23年度
　　　の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成23年度）

前年度
（平成22年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：　「非常勤役職員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る費用
及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「１７役員及び教職員の給与の明細」にお
ける非常勤の合計額と一致しない。

371,482

最広義人件費

68,1411,142,598

(△ 8.35)

68,141

5,348,981

(5.96)

(11.96)

405,336 △ 33,854

1,210,739
福利厚生費

3,810,806 3,403,736
非常勤役職員等給与

区　　分

407,070

5,641,493 △ 292,512

中期目標期間開始時（平成
22年度）からの増△減比較増△減

(1.41)10,742,008 10,593,163 148,845 148,845(1.41)

(5.96)

(△ 5.19)
給与、報酬等支給総額

△ 292,512 (△ 5.19)

407,070 (11.96)

退職手当支給額
(△ 8.35) △ 33,854
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総人件費について参考となる事項

・給与、報酬等支給総額 平成22年度末の定年退職者の後任が若い年齢層及び非常勤職員（時間
給雇用）になったことに伴う給与支給額の減少（事務系職員）
平成22年度末の定年退職教授等の選考期間中不在に伴う給与支給額の
減少（教員）

・退職手当支給額 退職者の減（85人→67人）
・非常勤役職員等給与 医師，看護師，病院非常勤職員の増員による増
・福利厚生費 非常勤教職員の増に伴う法定福利費の増

・行革推進法、「行政改革の重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組状況
①　中期目標における人件費削減の取組状況

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法
律第47号）に基づき、平成18年度以降の５年間において国家公務員に準じた人員削

     減を行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７
     日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継
     続する。

②　中期計画における人件費削減の取組状況
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律
第47号）に基づき、国家公務員に準じた人件費改革に取り組み、平成18年度からの５
年間において、△５％以上の人件費削減を行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関
する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏ま
え、人件費改革を平成23年度まで継続する。

基準年度
（平成17年

度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

【主務大臣の検証結果】
平成22年度までの５年間で５％以上削減を達成し、平成23年度も人件費改革を継続しており問題
ないと考える。

総人件費改革の取組状況

年　　　度
度）

年度 年度 年度 年度 年度 年度

6,346,114 6,120,279 6,120,922 5,997,654 5,907,509 5,641,493 5,348,981

△ 3.6 △ 3.5 △ 5.5 △ 6.9 △ 11.1 △ 15.7

△ 3.6 △ 4.2 △ 6.2 △ 5.2 △ 7.9 △ 12.3

注１：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）に
　　　よる人事院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平
　　　成18年、平成19年、平成20年、平成21年、平成22年、平成23年の行政職（一）職員の年間
　　　平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%、▲2.4％、▲1.5％、▲0.23％である。
注２：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を
　　　基礎に算出した平成17年度人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講ずることとした。
・役員については平成24年6月から実施。
・教職員については平成24年7月から実施。

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

給与、報酬等支給総額
（千円）
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